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12月定例会

平
成
二
十
年
第
五
回
当
別
町
議
会
定
例
会
は
、
十
二
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
、
三
日
間
の
日
程
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
定
例
会
初
日
、
町
議
会
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
任
期
満
了

と
な
る
人
権
擁
護
委
員
に
堀
内��
�のり 
子 
氏
（
六
一

）
を
推
薦
す
る
諮
問
案
に
同
意
し
た
ほ
か
、
一
般
会
計
と

こ

特
別
会
計
の
補
正
予
算
、
条
例
制
定
な
ど
を
審
議
、
提
案
さ
れ
た
十
六
議
案
す
べ
て
を
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
十
七
日
と
十
八
日
に
は
、
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

 
補
正
予
算
審
議 

　

平
成
二
十
年
度
当
別
町
補

正
予
算
の
審
議
は
、
当
別 

ブ
ラ
ン
ド
創
出
の
き
っ
か
け

づ
く
り
と
し
て
、
札
幌
市
中

央
区
の
狸
小
路
に
十
二
月
十

九
日
オ
ー
プ
ン
し
た
「
道
産

食
彩
Ｈ
Ｕ
Ｇ
（
ハ
グ
）
マ
ー

ト
」
へ
新
規
出
展
す
る
た
め

の
事
業
費
、
町
が
新
た
に
取

り
組
む
強
い
農
業
づ
く
り
事

業
費
や
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
設
備
改
善
に
伴
う
管
理
費

な
ど
、「
一
般
会
計
予
算
」
の

歳
入
歳
出
を
そ
れ
ぞ
れ
三
億

一
千
百
二
十
九
万
三
千
円
増

額
す
る
補
正
予
算
案
を
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
予
算
」
の
歳
入
歳
出

を
そ
れ
ぞ
れ
百
三
十
四
万
円

増
額
す
る
補
正
案
、「
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
」

の
歳
入
歳
出
を
そ
れ
ぞ
れ 

三
十
万
九
千
円
増
額
す
る
補

正
案
、「
介
護
保
険
特
別
会
計

予
算
」
の
歳
入
歳
出
を
そ
れ

ぞ
れ
三
十
七
万
四
千
円
増
額

す
る
補
正
案
、「
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
特
別
会
計
予
算
」
の

歳
入
歳
出
を
そ
れ
ぞ
れ
三
十

一
万
六
千
円
増
額
す
る
補
正

案
、「
下
水
道
事
業
特
別
会

計
」
の
歳
入
歳
出
を
そ
れ
ぞ

れ
一
千
五
十
七
万
四
千
円
増

額
す
る
補
正
案
、「
水
道
事
業

会
計
予
算
」
の
収
益
的
収
入

及
び
支
出
を
九
百
七
十
八
万

一
千
円
減
額
す
る
補
正
案
の

す
べ
て
を
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

英語の「ハグ（抱きしめる）」と「はぐくむ」
から名づけられたＨＵＧマート。当別特産品
販売のアンテナシッョプとして期待される。

　

条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、

産
科
医
療
保
障
制
度
の
創
設

に
伴
う
出
産
育
児
一
時
金
の

支
給
額
を
見
直
す
た
め
に

「
当
別
町
国
民
健
康
保
険
条

例
」
の
一
部
を
改
正
し
た
ほ

か
、
個
人
町
民
税
の
寄
附
金

控
除
の
対
象
範
囲
を
拡
げ
る

た
め
に
「
当
別
町
税
条
例
」

の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
一
年 

四
月
か
ら
始
ま
る
当
別
町
東

保
育
所
の
民
営
化
に
伴
い
、

「
当
別
町
保
育
所
設
置
条

例
」を
全
部
改
正
し
た
ほ
か
、

「
当
別
町
保
育
の
実
施
に
関

す
る
条
例
」
と
「
当
別
町
社

会
福
祉
法
人
の
助
成
に
関
す

る
条
例
」
を
新
た
に
制
定
し

ま
し
た
。
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全１６議案可決 !

 
条
例
制
定
審
議 人権擁護委員とは？

 

人権擁護委員は法務大臣から 
委嘱を受け、地域住民に人権への
関心を持ってもらえるよう啓発
活動を行うなど、人権擁護委員法
に基づき、その職務を行います。

堀 内　� 子　氏
（当別町北栄町在住）

人
権
擁
護
委
員
選
出
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定
例
会
初
日
、
第
四
回
定

例
会
に
審
査
を
付
託
さ
れ
て

い
た
陳
情
書
の
審
査
結
果
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

産
業
建
設
常
任
委
員
会

（
市
川
正
委
員
長
）
に
付
託

さ
れ
て
い
た『「
協
同
労
働
の

協
同
組
合
法
」（
仮
称
）
早
期

制
定
を
求
め
る
意
見
書
』
採

択
の
お
願
い
は
、
願
意
妥
当

と
の
判
断
か
ら
採
択
と
な
り
、

所
管
の
官
庁
等
に
意
見
書
を

提
出
し
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
で
の
一
般
質
問

は
、
十
二
月
十
七
日
と
十
八

日
に
行
わ
れ
、
十
七
日
に
は

桐
井
信
征
議
員
、
洞
内
真
由

美
議
員
、臼
杵
英
男
議
員
が
、

十
八
日
に
は
柏
樹
正
議
員
、

岡
野
喜
代
治
議
員
が
登
壇
し
、

町
政
を
た
だ
し
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
本
だ
よ
り
の

５
ペ
ー
ジ
か
ら
９
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

第
５
次
総
合
計
画
の
策
定

　

更
に
町
議
会
は
、
地
方
自

治
法
第
二
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
当
別
町
第
５
次

総
合
計
画
基
本
構
想
を
可
決

し
ま
し
た
。

　

総
合
計
画
と
は
、
ま
ち
づ

く
り
の
計
画
と
し
て
最
も
上

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
今
後

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る

も
の
で
、
第
５
次
総
合
計
画

は
、
現
在
の
第
４
次
総
合
計

画
が
三
月
を
も
っ
て
終
了
す

る
こ
と
か
ら
平
成
二
十
一
年

四
月
か
ら
概
ね
十
年
間
の
計

画
と
し
て
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

将
来
の
当
別
町
の
め
ざ
す
姿

を
『
自
然
を
身
近
に
感
じ
活

力
に
満
ち
た
美
し
い
ま
ち
当

別
』
と
掲
げ
、
ま
ち
づ
く
り

の
指
標
と
な
る
目
標
人
口
を

二
万
人
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
活
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
』『
元
気
な
ま
ち
づ
く

り
』
な
ど
五
つ
の
基
本
的
な

施
策
と
概
ね
十
年
間
で
特
に

重
点
的
に
取
り
組
む
施
策
と

し
て
『
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
創

出
』『
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

創
造
』
な
ど
四
つ
の
重
点
プ

ラ
ン
を
示
し
、
め
ざ
す
姿
の

実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
来
月
配
布
さ

れ
る
広
報
と
う
べ
つ
三
月
号

に
町
民
保
存
版
が
折
り
込
み

さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を

ご
覧
願
い
ま
す

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
）

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
三
号
）

■
当
別
町
国
民
健
康
保
険
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
介

護
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
）

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
下

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）

■
平
成
二
十
年
度
当
別
町
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

■
当
別
町
第
５
次
総
合
計
画

基
本
構
想
の
策
定
に
つ
い

て
■
当
別
町
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

■
当
別
町
保
育
所
設
置
条
例

制
定
に
つ
い
て

■
当
別
町
保
育
の
実
施
に
関

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

■
当
別
町
社
会
福
祉
法
人
の

助
成
に
関
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

■
財
産
の
無
償
譲
渡
に
つ
い

て
■
町
の
区
域
の
変
更
に
つ
い

て
■
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者

の
推
薦
に
つ
い
て

ここここここここここここここここここここここここここここここ
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
なななななななななななななななななななななななななななななな
ここここここここここここここここここここここここここここここ
とととととととととととととととととととととととととととととと
がががががががががががががががががががががががががががががが

こ
ん
な
こ
と
が
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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

決
ま
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ま
し
た
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陳
情
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一
般
質
問

当別町議会では定例会が定期的に３月、６月、９月、１２月
の年４回、また、必要に応じて臨時会が開催されています。
議会日程・とうべつ議会だより等は町のホームページでも 
公開しています。http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/

　議会を傍聴して
みませんか　

ほか
基本構想の策定
第５次総合計画


